
町からのお知らせ －1－ ２月中間号  

第１２２０号    全２ページ 
２０１８年２月中間号 

町からの 

平成３０年第１回興部町議会定例会の開催について   

平成３０年第１回興部町議会定例会が、３月５日（月）１０：００より開会されます。 

会期は１６日（金）まで、一般質問は９日（金）１０：００を予定しています。 

 傍聴される方は、当日、係員の指示に従って傍聴されますようお願いいたします。 

 なお、会期中の日程（休会等）につきましては、総務課総務厚生係（℡８２－２１３１）

までお問い合わせください。 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の        
定期的な情報伝達訓練について 

J アラート機器と防災用スピーカーを利用した定期的な情報伝達訓練（2 月分）を実施い
たします。 
訓練では、町内に設置している防災用のスピーカーから試験音声が流れますが、住民の

方々に避難行動等をお願いするものではありませんので、実際の災害やミサイル発射とお間
違えのないようにお願いいたします。  

◎日 時 ２月２８日（水）１４：００頃（毎月第４水曜日） 

◎その他 災害の発生や気象状況などによっては、訓練を延期又は中止する場合があります。 

     （総務課情報管理係、住民課住民活動・環境係） 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ  

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回

の無料法律相談を実施しています。もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会

に相談してみてはいかがでしょうか。是非お気軽にお申し込みください。 

◎日  時  ３月６日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

◎場  所  興部町中央公民館 

◎相談内容  法律相談全般 

（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

◎事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。 

※予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

◎相談担当  流氷の町ひまわり基金法律事務所 弁護士 長岐 和恵 

◎電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

健康推進係からのお知らせ  

◎【ママのリフレッシュ体操教室】のお知らせ（参加費無料） 

 子育てによる運動不足解消や心身のリフレッシュ、身体の引き締め等を目的とした教室で

す。音楽に合わせて楽しく体を動かし、ご自身のからだと向き合い、労わる時間になればと

思います。 

 ○対 象 者 子育て中のお母さん 

  ０歳～就学前のお子さんがいるご家庭へ個別案内していますが、お子さんの年齢に関係

なく参加可能です。 

 ○内  容 健康づくりに関する講話・運動（ヨガ・リズム体操・有酸素運動 など） 

 ○日  時 ３月６日（火） 第１部 １３：３０～１４：３０ 

               第２部 １５：００～１６：００ 

       ※参加しやすい時間帯を選択してください。 

続けての参加も可能です。 

 ○会  場 きらり 

 ○講  師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

  ※前日までに申し込みください。お子さんの託児が必要な場合はご相談ください。 

◎ヘルスアップ教室（第５回）のお知らせ（参加費無料） 

冬場の運動不足解消に、楽しく運動しませんか。 

○日  時  ２月２２日（木）１０：００～１２：００ 

○会  場  きらり 

○内  容  講師による運動実践、保健師・管理栄養士による講話 

○講  師  一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー  

◎広域紋別病院精神科巡回診療について 

 ○診療日時  ３月７日（水） １４：００～ 

 ○場  所  きらり 診察室 

 ○予約受付  月曜日～金曜日 １４：００～１７：００ 

（診療日の前週金曜日までに予約） 

 ○予約・問い合わせ先  広域紋別病院 （℡０１５８－２４－３１１１） 

◆お問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ ２月中間号  

平成２９年分 所得申告の受付について  

上記の件につきまして、次の要領により行いますので、期間内に申告を済まされますよう

お願い致します。 

■申告の必要な方 

①平成２９年１月１日～平成２９年１２月３１日までの間に収入を得た方 

※収入とは、営業・給与（事業専従者給与を含む）・報酬・年金・賃金・譲渡等により支

払いを受けること。 

②年末調整が済んでいる方で、年金・賃金・不動産収入のある方。医療費控除・住宅借入金

等特別控除の適用を受ける方。また、年末調整に誤りのある方。 

＊譲渡申告（土地や建物、株式などの資産を譲渡した人）、贈与申告のある方は、直接、

紋別税務署で申告をお願いします。 

③申告を要する収入はないが、国民健康保険に加入している方 

④平成２３年分より公的年金等の収入額の合計額が４００万円以下（※１）で、かつ、公的

年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告をす

る必要がなくなりました。 

  但し、上記のような場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 

 

（例） ・所得税の還付を受けるため（年金特徴等） 

・上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰越するため 

・住民税の申告（扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等）をする事によっ 

て、翌年度の住民税の賦課額が減額になる場合等 

 ※１ 複数から受給されている場合は、その合計額です。 

＊平成２８年分以降の所得税等の確定申告書には 

 

   

               

＋ 

 

 

 

※平成３０年１月１日現在で当町の住民となっていない方につきましては、給与・年金支払

者等より報告を受けていないため、右記会場での申告はできませんので、ご了承願います。

申告先住所の不明な方は、あらかじめご連絡願います。 

 

■申告日程 （土・日曜日は申告の受付は行っておりません）  

受 付 月 日 対象地区 区分 受付時間 受付会場 

２月 

１６日（金） 浜 町 ･ 元 町 一般 

9：00～1６：３0 
役場 1 階 

第 1 会議室 

１９日（月） 本町･仲町･幸町 一般 

２０日（火） 栄 町 ･ 泉 町 一般 

２１日（水） 新 泉 町 ･旭 町 一般 

２２日（木） 緑ヶ丘・東町 一般 

２３日（金） 春 日 町 ･新 町 一般 

２６日（月） 
宮 下 町 ･北 興 

秋 里 ･ 豊 野 
一般 

２７日（火） 宇 津 一般 9：00～1１：３0 宇津集落センター 

２８日（水）

～２日（金） 
沙留･住吉･富丘 一般 

9：00～16：30 

＊２日（金）のみ

11：30 まで 

沙留公民館 

３月 
５日（月）～

９日（金） 
農 業 者 の み 農業 

9：00～1６：３0 
役場 1 階 

第 1 会議室 1２日（月）～

14 日（水）    
指 定 な し 一般 

※興部町内の会場設定は３月１４日までとしていますので、お早めに申告を済まされるよう

お願いします。 

■確定申告を税務署又は e-tax で申告される方は３月１５日（木）まで申告可能です。 

■還付申告については、上記日程以前より申告できますが、給与支払者より給与支払報告書、

公的年金支払報告書の提出がない場合は確認できませんので、申告を希望する方は、事前に

電話で確認願います。（例年 ２月１０日頃より） 

※期間中連絡先   ・宇津集落センター  ℡８２－２５８４ 

          ・沙留公民館     ℡８３－２３０６ 

※なお、不明な点や詳しい内容についてのお問い合わせは、 

◎住民課 税務係 ℡８２－２１６４（内線２２５・２２６） 

 ◎紋別税務署   ℡０１５８－２３－２１９１（代表） までご連絡願います。 

 

【マイナンバ－（１２桁）の記載】 

申告書にはマイナンバ－（個人番号）を     

記載する欄を設けており、申告者ご本人   

や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専     

従者などのマイナンバ－の記載が必要

です。         

【本人確認書類の提示又は写しの添付】 

マイナンバ－を記載した申告書を提出

する際には、申告者ご本人の本人確認書

類の提示又は写しの添付が必要です。 

＊控除対象配偶者、扶養親族及び事業専

従者などの本人確認書類は不要です。 

平成３０年２月１５日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３８３６日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 


